
２００９年３月１６日

キャセイ食品の「冷凍野菜」での産地偽装問題のお詫びと返金のお知らせ

いつも生協をご利用いただきありがとうございます。

表記の件につきまして、組合員の皆様にご迷惑とご心配をおかけするとともに、この度の

報告がおそくなりました事を深くお詫び申し上げます。

１.この間の経過報告と対応

昨年２００８年１１月１４日に農林水産省はキャセイ食品㈱に対し「少なくとも平成２０年１月から

１０月１４日までの間、野菜冷凍食品の原料の一部に国産と偽って中国産、アメリカ産の原料を

最大で約５０％程度製品に混入させ、販売していた（農水省ホームページより）」として JAS 法違

反で改善の「指示」を行いました。

この報告を受けて、京都生協ではキャセイ食品㈱の商品のお届けの中止を行い、これまでに

お届けした商品の返品のお申出についての対応を行いました。

２.調査結果について

その後、警察の調査で、産地不正表示があったとして社長をはじめ当時の工場長など４名の

逮捕者が出る状況となったことから、当初の農林水産省の発表のとおり｢さといも｣｢にんじん｣など

11 品目について産地偽装があったと判断することに至りました。

（1） キャセイ食品㈱は、長崎工場において、国産原料に中国産の野菜冷凍食品（さといも、にんじ

ん、ブロッコリー、キヌサヤ、小松菜、インゲン、グリーンアスパラ、カリフラワー、オクラ及び大根

葉計 10 品目）及びアメリカ産の野菜冷凍食品（グリーンピース）を混入したにもかかわらず｢国

産｣として販売した。

（２） 上記商品は少なくとも 2008 年 1 月から同年 10 月 14 日までの期間販売されていた。

（３） 上記の商品の販売量は約 698 トンであり、そのうち外国産原料を約 348 トン（概ね 50％）混入

させていた。 (以上 2008 年 11 月 14 日農水省の報告概要より)

３.ご利用組合員様への対応

これまで公表された上記の事実に基づいて、対象となる商品について以下のように対応させて

いただきます。

●コープきんきが取り扱っていた商品とご返金の方法について

１）コープきんきで取り扱っていた商品（返金対象となる商品）一覧

№ 商品名 № 商品名

１ 九州産カットいんげん 200g 11 九州産乱切りさといも 250g(石川早生)

２ 九州産さといも 350g

３ 九州産さといも 300g

12 九州産温野菜ミックス 250g

（ブロッコリー、カリフラワー、にんじん 全てが対象）

４ 九州産手むきさといも 250g

５ 九州産キヌサヤ 100g

13 九州で作った炒め野菜ミックス 250g

総原料の１５％が対象（にんじん・インゲンが対象）

６ 九州産カットオクラ 170g

７ 九州産カットアスパラ 200g

14 九州産みそ汁の具 200g

総原料の３５％が対象（さといも・にんじんが対象）

８ 九州産ブロッコリー250g

９ 国産カットアスパラ 150g

15 手軽に使える汁物用野菜ミックス 300g

総原料の５０％が対象（さといも・にんじんが対象）

10 国産カットアスパラ 200g

※( )内は原料産地偽装の可能性がある原材料名の構成比です。



２）ご返金金額は、以下の内容で計算し、３月３回（３/１６～２０）『お届け明細書』に表示させてい

ただきます。 どうぞご確認いただきますようお願いいたします。

①返金金額＝（お届け時の商品価格―外国産原料使用時の商品価格）×（外国産原料混

入率を５０%） として返金対応させていただきます。

● 返金金額計算例

例１＞ ２００８年１月１回 「九州産カットいんげん 200ｇ」 ２６７円の場合

２６７円―（中国産１００％の場合平均想定価格 １７５円）＝９２円

９２円×５０％（不正混入があったとされる割合）＝４６.０円

４６円×１．０５（消費税）＝４９円が返金額

例２＞ ２００８年１月１回「九州みそ汁の具 200ｇ」 ２８４円の場合

２８４円―（中国産１００％の場合平均想定価格 １４３円）＝１４１円

１４１円×５０％（不正混入があったとされる割合）＝７０．５円

製品中３５％（さといも２０％・にんじん１５％）外国産原料を使用。

７１円×３５％＝２５円×１．０５（消費税）＝２７円が返金額

＊端数切り上げ

※お届け時の価格が通常価格と特売価格によって、同じ商品でも返金金額は異なります。

②返金の対象期間は２００８年１月１回から１０月５回とさせていただきます。

(11 月 1 回以降はキャセイ食品㈱の商品はお届けしていません)

③すでに現品をご返品いただき返金対応が完了している場合は今回の返金は致しません。

４.お届けした商品の安全性と現在取り組んでいる事

（１）農林水産省の改善指導内容は、「産地表示」に関するもので、商品の安全性については問題

ありません。

生協ではこれらの商品について、残留農薬検査を実施しましたが、問題はありませんでした。

（２）現在、生協がおこなっている特定原料使用商品の調査について

昨年１１月のキャセイ食品㈱の産地不適正表示事件の発生以降、コープきんき事業連

合・会員生協では国産冷凍野菜を取り扱っている取引先の工場調査をすすめ、取扱商品

の表示に問題がないことの確認を順次行っています。

また、国産冷凍野菜だけでなく商品表示で原料の産地や品種を限定している商品のリ

ストアップを行い、優先順位をつけて工場調査を順次実施しております。

組合員の皆さまには、ご心配、ご迷惑をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。今後

このようなことのないように努力してまいります。引き続き、生協をご利用いただきますようによろし

くお願いいたします。

― 京都生協協同組合 ―

組合員お問合せセンター

フリーダイヤル ０１２０－１１－２８００

（月～金８：４５～２１：００・土９：００～１７：３０）


